
埼玉県現場改善・製品化等支援事業実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、埼玉県産業技術総合センター（以下「センター」という。）が実施する現場

改善・製品化等支援事業（以下「本事業」という。）に係る専門技術アドバイザー（以下「アド

バイザー」という。）の派遣・登録等に関し、必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 本事業は、アドバイザーを中小企業者等に派遣し、中小企業者等が当面する技術的課題

に対してアドバイス又は技術指導を行い、その解決を支援することを目的とする。 

 

（支援対象） 

第３条 本事業の支援対象企業等は、次の各号の一に該当する者であって、県内に事業所を有す

る者（以下「企業等」という。）とする。ただし、みなし大企業（同一の大企業で資本金の２分

の１以上を占めている企業、複数の大企業で資本金の３分の２以上を占めている企業、大企業

の役職員が役員総数の２分の１以上を占めている企業）は支援の対象としない。 

一 中小企業支援法第２条に該当する中小企業者 

二 任意のグループ（構成員のうち、中小企業者が３分の２以上を占め、中小企業者の利益と

なる事業を営む者） 

三 創業を予定する者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する団体は支援の対象としない。 

一 暴力団 

二 暴力団員が事業主又は役員となっている団体 

三 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体 

 

（支援範囲） 

第４条 本事業の支援範囲は、企業等の現場改善、製品開発及び生産・製造技術等の技術的課題

に対するアドバイス又は技術指導を原則とし、単なる製品開発及び技術開発等の請負は支援の

範囲外とする。 

 

（実施機関及び実施場所） 

第５条 本事業の実施機関は、センターとする。 

２ 本事業の実施場所は、原則として企業等が有する県内の事業所又はセンターとする。ただし、

アドバイザーと企業等が合意のもと、ウェブ会議等の活用により目的を達成できると認められ

る場合は、オンラインによる実施を妨げない。 

 

（指導日数及び指導課題数） 

第６条 指導日数及び指導課題数は年度ごとの適用とし、原則として次の各号をもって当該年度

の上限とする。 



一 １課題あたりの指導日数８日 

二 １企業等あたりの指導課題数３課題 

 

（指導依頼） 

第７条 アドバイザーによるアドバイス又は技術指導を受けようとする企業等は、様式１により

指導依頼申込書をセンターの長（以下「センター長」という。）あて提出するものとする。なお、

当該申込書は課題ごとに作成するものとし、年度内における同一課題の申込みは認めない。 

 

（アドバイザーの派遣） 

第８条 センター長は、企業等から指導依頼があったときは、依頼内容及び技術分野等を考慮し、

適任と思われるアドバイザーを派遣するものとする。 

２ 原則として１課題につき１人のアドバイザーを派遣するものとするが、必要に応じて複数の

アドバイザーを派遣することができる。ただし、第６条第一号の指導日数の上限は緩和しない。 

 

（アドバイザーの資格要件） 

第９条 本事業のアドバイザーには、次の各号の一に該当する十分な経験を有する者で、かつ、

ボランティア精神を有し、心身ともに健康である者を充てるものとする。 また、必要に応じて

資格証明に係る書類の提出を求めることができる。 

一 令和元年度までに埼玉県技術アドバイザーの登録を受けたことがあること。 

二 センターの客員研究員として、指導・助言の実績があること。 

三 大学、高等専門学校卒業後、技術に関する業務に１０年（短期大学の場合は１２年）以上

の経験を有する者であること。 

四 大学、短期大学又は高等専門学校において、自然科学に属する科目の教授、准教授又は講

師であること。 

五 自然科学に属する科目に関する研究により、博士、修士の学位を授与された者であること。 

六 技術士であること。 

七 技術指導を行う事業及びこれに関連する事業に１０年以上の経験を有する者であること。 

八 その他本事業の目的を達成するにあたり、必要な能力を有すると認められる者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者はアドバイザーとしない。 

一 暴力団の構成員 

二 暴力団員が事業主又は役員となっている団体の構成員 

三 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体の構成員 

 

（募集及び選考） 

第１０条 アドバイザーは随時募集するものとし、応募しようとする者は様式２により登録申請

書をセンター長あて提出するものとする。 

２ アドバイザーの選考は、別に定める選考要領に基づき書類及び面談により行うものとする。

ただし、次の各号の一に該当する者は、選考の手続きを要しない。 

一 令和元年度までに埼玉県技術アドバイザーの登録を受けたことがある者 



二 センターの客員研究員として、指導・助言の実績がある者 

三 センターの事業において、講師等の実績がある者 

 

（結果通知及び登録） 

第１１条 センター長は、第１０条第２項による選考結果又は登録案内を書面又は電子的手段に

より本人あて通知するとともに、アドバイザーの派遣候補者となった者については、アドバイ

ザーリストに登録するものとする。 

２ 登録から概ね３年以上経過した者に対し、第１０条第１項の登録申請書に記載された事項の

現状について確認する場合がある。 

 

（登録期間及び更新） 

第１２条 アドバイザーの登録期間は、登録日から当該年度末までの単年度とし、年度ごとの自

動更新制とする。ただし、第２４条第１項及び第２項の各号に掲げる事項に該当した場合はこ

の限りではない。 

２ センター長は、前項の規定にかかわらず、登録更新の意向について確認する場合がある。 

 

（登録解除） 

第１３条 アドバイザーの登録解除を希望する者は、様式３により登録解除届をセンター長あて

提出するものとする。 

 

（登録技術分野） 

第１４条 アドバイザーの登録技術分野は、別表のとおりとする。 

 

（遵守事項） 

第１５条 アドバイザーは、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、信義に従って誠実に指

導を行わなければならない。 

一 本事業で知り得た企業秘密は、指導中及び指導終了後においても第三者に開示又は漏洩し

てはならない。 

二 企業等に対し、指導の見返りとして、金品、その他接待等を要求してはならない。 

三 企業等の名誉棄損にあたる行為を行ってはならない。 

四 特定企業や製品についての営業活動、若しくはこれに類似する行為を行ってはならない。 

五 公序良俗に反する行為を行ってはならない。 

 

（承諾） 

第１６条 アドバイザーは、センター長から企業等の技術的課題の解決について指導依頼を受け、

承諾するときは、様式４により承諾書をセンター長あて提出しなければならない。 

 

（報告） 

第１７条 アドバイザーは、企業等の技術的課題に対してアドバイス又は技術指導を行った場合、



その実施回ごとに様式５により指導報告書を作成し、当該企業等の確認を受け、速やかにセン

ター長に報告しなければならない。 

２ 企業等は、アドバイザーによるアドバイス又は技術指導がすべて終了した場合、様式６によ

り総括報告書を作成し、速やかにセンター長に報告しなければならない。 

 

（謝金） 

第１８条 アドバイザーに対する謝金は、１日につき２０，０００円（交通費、所得税等を含む。）

とする。 

 

（指導料） 

第１９条 本事業の実施に係るアドバイザーの指導料として、企業等は１日につき１０，０００

円（消費税等を含む。）を負担するものとする。ただし、年度内において初めて又は新規に依頼

するアドバイザーの指導料については、初回に限り当該金額の２分の１の額とする。 

 

（謝金の支払い及び指導料の徴収） 

第２０条 謝金の支払い及び指導料の徴収は、原則として第１７条第１項の指導報告書を受領し

た月の翌月までに、次の各号のとおり行うものとする。ただし、年度末など特殊な事情がある

場合はこの限りではない。 

一 謝金は、第１６条に基づき提出された承諾書に記載の口座に支払うものとする。 

二 指導料は、企業等に納入通知書を発行し期日までに徴収するものとする。 

 

（職員の派遣） 

第２１条 センター長は、必要に応じて企業等にセンターの職員（以下「センター職員」という。）

を派遣するものとする。 

 

（職員の協力） 

第２２条 センター職員は、アドバイザーによる指導に必要な試験研究、分析、検査及び情報の

提供等に関し協力するものとする。ただし、試験研究、分析、検査等の依頼を受けるときは、

所定の手数料を徴収することができる。 

 

（成果の帰属） 

第２３条 本事業によって得られたすべての成果の所有権は、原則として企業等に帰属するもの

とする。 

 

（指導中止命令及び登録抹消） 

第２４条 センター長は、アドバイザーが次の各号の一に該当した場合、指導の中止を命じると

ともに登録を抹消することができる。 

一 第１５条の各号に掲げる事項に違反したと認められるとき。 

二 その他本事業の目的又は内容を逸脱した行為を行ったと認められるとき。 



三 健康上その他の理由により、指導業務に堪えられないと認められるとき。 

２ センター長は、アドバイザーが次の各号の一に該当した場合、登録を抹消するものとする。 

一 様式３による登録解除届が提出された場合 

二 本人と連絡が取れないと認められた場合 

 

（個人情報の取扱い） 

第２５条 アドバイザーの登録申請により取得した個人情報はセンターが保有・管理し、本事業

の目的にのみ使用する。 

２ 前項の規定によるほか、個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律施行条例

（令和４年１２月２３日埼玉県条例第５０号）の定めによるものとする。 

 

（その他） 

第２６条 この要領に定めるものを除くほか、本事業の実施に関し必要な事項はセンター長が別

に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

  



別表（第１４条関係） 

登録技術分野 技術分野（細分類） 

一  機械 機械加工（切削、プレス等）、産業用ロボット、メカトロニクス、

計測制御技術、精密部品設計、自動車関連部品など 

二  金属 鋳造・鍛造技術、溶接技術、ダイカスト、防錆・防食、熱処理、

複合化技術、構造分析、耐久性評価など 

三  化学・環境 樹脂成形技術、接着接合技術、セラミックス、塗料、機能性材料、

複合材料、新素材、触媒、分析化学、環境対策など 

四  電気・電子 電気設備、省エネ技術、パワーエレクトロニクス、電子回路設計、

マイコン応用技術、センサー関連技術、ＥＭＣ対策など 

五  情報通信 情報通信ネットワーク技術、無線通信技術、ソフトウェア開発、

ＩＴシステム、ＡＩ・ＩｏＴ、セキュリティ対策など 

六  生産管理 生産・品質管理、工程管理、生産・製造技術、工場レイアウト、

経営工学、安全衛生、ＩＳＯ、５Ｓ、コスト改善など 

七  デザイン プロダクトデザイン、商品企画、広報戦略、商品ディスプレイ、

ブランディング、マーケティング、プロモーションなど 

八  食品 食品加工技術、発酵食品、機能性食品、殺菌処理技術、衛生管理、

品質管理、食品添加物、微生物・酵素利用技術など 

九  繊維 繊維等素材応用技術、アパレル設計、型紙作成など 

十  その他 上記に該当しない分野 

 



様式１（第７条関係） 
 

 

指 導 依 頼 申 込 書 

 

年  月  日 

（あて先） 

埼玉県産業技術総合センター長 

 

専門技術アドバイザーによる指導を以下のとおり申込みます。 

企 業 名  
代表者名 

(役職・氏名) 
 

所 在 地 

(県内事業所) 

〒 

 
電話番号  

業  種  資 本 金 万円 従 業 員 人 

主要製品  

担 当 者 

(役職・氏名) 

 

TEL              E-mail 

希望時期 年  月    上旬 ・ 中旬 ・ 下旬 頃から 

希望アドバイザー ※希望するアドバイザーがいる場合はご記入ください。 

分野： 氏名： 

指導依頼内容 ※できるだけ詳細にご記入ください。 

 

確認事項 
□上記内容をアドバイザーに提供することに同意します。 

※同意される場合は、☑をお願いします。 
 



様式２（第１０条第１項関係） 

専門技術アドバイザー登録申請書 

年  月  日 

ふ り が な  
生年月日  

性 別 

氏   名   

現 住 所 
〒 

 

E - m a i l  

電 話 番 号 

(日中の連絡先) 
 ＦＡＸ番号  

勤 務 先 

(現職がある場合) 

名 称  部 門  

所在地  電話番号  

勤務先の許可条件   有（                  ）・ 無 

職   歴 

 

 

 

 

 

 

最 終 学 歴 
学校名（学部・学科まで） 卒業年月 学  位 

  学士・修士・博士 

加入学会等  

資   格 

(取得年も記入) 

 

 

指 導 条 件 頻 度 週に   日以内 曜日・地域の要望  

専 門 分 野 

又は 

指 導 分 野 

(具体的に記入) 

 

登録技術分野 ※別表を参考に、該当する分野を一つ「○」で囲んでください。 

①機械    ②金属    ③化学・環境  ④電気・電子  ⑤情報通信 

⑥生産管理  ⑦デザイン  ⑧食品     ⑨繊維     ⑩その他 



様式２（第１０条第１項関係） 

技術・指導に 

関する経験等 

(該当項目に○) 

 
（１）令和元年度までに埼玉県技術アドバイザーの登録を受けたことが

ある。 

 （２）センターの客員研究員として、指導・助言の実績がある。 

 
（３）大学、高等専門学校卒業後、技術に関する業務に１０年（短期大学

の場合は１２年）以上の経験を有する。 

 
（４）大学、短期大学又は高等専門学校において、自然科学に属する科目

の教授、准教授又は講師である。 

 
（５）自然科学に属する科目に関する研究により、博士、修士の学位を授

与された者である。 

 （６）技術士である。 

 
（７）技術指導を行う事業及びこれに関連する事業に１０年以上の経験

を有する。 

 （８）その他（                        ） 

主な指導実績（専門分野における指導等） ※自由に詳しくお書きください。 

 

 



 

別表（第１４条関係） 

登録技術分野 技術分野（細分類） 

一  機械 機械加工（切削、プレス等）、産業用ロボット、メカトロニクス、

計測制御技術、精密部品設計、自動車関連部品など 

二  金属 鋳造・鍛造技術、溶接技術、ダイカスト、防錆・防食、熱処理、

複合化技術、構造分析、耐久性評価など 

三  化学・環境 樹脂成形技術、接着接合技術、セラミックス、塗料、機能性材料、

複合材料、新素材、触媒、分析化学、環境対策など 

四  電気・電子 電気設備、省エネ技術、パワーエレクトロニクス、電子回路設計、

マイコン応用技術、センサー関連技術、ＥＭＣ対策など 

五  情報通信 情報通信ネットワーク技術、無線通信技術、ソフトウェア開発、

ＩＴシステム、ＡＩ・ＩｏＴ、セキュリティ対策など 

六  生産管理 生産・品質管理、工程管理、生産・製造技術、工場レイアウト、

経営工学、安全衛生、ＩＳＯ、５Ｓ、コスト改善など 

七  デザイン プロダクトデザイン、商品企画、広報戦略、商品ディスプレイ、

ブランディング、マーケティング、プロモーションなど 

八  食品 食品加工技術、発酵食品、機能性食品、殺菌処理技術、衛生管理、

品質管理、食品添加物、微生物・酵素利用技術など 

九  繊維 繊維等素材応用技術、アパレル設計、型紙作成など 

十  その他 上記に該当しない分野 

 



様式３（第１３条関係） 

 

 

専門技術アドバイザー登録解除届 

 

年  月  日 

（あて先） 

埼玉県産業技術総合センター長 

 

住 所 〒 

 

専門技術アドバイザー 

氏 名 

 

 

専門技術アドバイザーについて、下記のとおり登録の解除を希望するので届出ます。 

 

 

記 

 

 

１．登録解除を希望する者の氏名 

 

 

 

 

２．登録解除の届出事由 

 

 

 

 

 

 

以上 



様式４（第１６条関係） 

 

 

承   諾   書 

 

年  月  日 

（あて先） 

埼玉県産業技術総合センター長 

 

住 所 〒 

 

専門技術アドバイザー 

氏 名 

※マイナンバーカードと同じ字体で記載してください。 

 

（企業名）○○○○○○○の指導依頼については、これを承諾いたします。 

また、埼玉県現場改善・製品化等支援事業実施要領第１５条の各号に掲げる事項を厳守します。 

謝金につきましては、下記口座へお振込みくださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

謝金振込先（本人名義の口座を記載してください。法人名義の口座を振込先に指定する場合は、

委任状（任意様式）の提出が必要です。） 

金融機関名＊  

銀行 

信用金庫 

信用組合 

農業協同組合 

 

本店（所） 

 

支店（所） 

預 金 種 別＊ 普 通       当 座 

口 座 番 号  

口 座 名 義 

(カタカナで記入) 
 

＊金融機関名及び預金種別について、該当する項目を「○」で囲んでください。 



様式５（第１７条第１項関係） 

 

 

指 導 報 告 書 

 

年  月  日 

（あて先） 

埼玉県産業技術総合センター長 

 

専門技術アドバイザー 

氏 名 

E-mail 

 

指導依頼企業に対し、以下のとおり指導を行いましたので報告します。 

指導実施日 年  月  日 指 導 回 第   回 

指導企業名  
代表者名 

(役職・氏名) 
 

所 在 地 

(県内事業所) 

〒 

 
電話番号  

指導課題名  

（指導内容） ※できるだけ詳細にご記入ください。 

 

次回指導予定日：         年  月  日 

（企業確認欄） ※実際に指導を受けた方が確認のうえご記入ください。 

上記の指導を受けました。     担当者（役職・氏名） 

E-mail 
 



様式６（第１７条第２項関係）                           企業用 

 

 

総 括 報 告 書 

 

年  月  日 

（あて先） 

埼玉県産業技術総合センター長 

 

専門技術アドバイザーによる指導がすべて終了したので、以下のとおり報告します。 

企 業 名  
代表者名 

(役職・氏名) 
 

所 在 地 

(県内事業所) 

〒 

 
電話番号  

担 当 者 

(役職・氏名) 

 

E-mail 

指導課題名 
 

実施回数（全   回） 

アドバイザー名  

１．指導内容に対する対応状況又は今後の予定 

 

２．指導に関する感想等 

 

３．指導に対する評価（Ａ，Ｂ，Ｃのいずれかを「○」で囲んでください。） 

（１）課題解決への効果 

Ａ：大変効果があった    Ｂ：効果があった   Ｃ：あまり効果がなかった 

（２）アドバイザーの取組姿勢 

Ａ：とても誠実であった   Ｂ：誠実であった   Ｃ：不誠実であった 
 


